
                                
三豊市の公文書等の管理について 

 
 
◎現用文書の管理について 
 
（１）令和元年度の取組 
 ５月～６月【文書の引継作業】  平成２９年度作成文書の引継ぎ 
 
 ６月末  【文書溶解処理①】  市文書の保存年限満了文書の廃棄（溶解処理） 

継続又は文書館への移管  
 

 ９月   【文書電子化開始】  三豊市文書電子化試行要領の制定（令和元年９月２日施行） 
三豊市中間書庫運用管理要領の制定（令和元年９月２日施行） 

 
９月   【常用文書 

ファイルの精査】  執務室内の常用ファイルの内容を精査       
 

令和２年 
３月   【文書溶解処理②】  機密文書の廃棄（溶解処理） 

 
（２）令和元年度のファイル件数 
   ファイル件数 ２２，３６６件（暦年３７８件・会計２１，９８８件） 

（前年度比 １.０６％増） 
 
（３）保存年限の変更について 

三豊市行政文書管理規程の改正（令和元年９月１日施行・一部令和２年４月１日施行） 
  最長保存年限 ３０年を廃止し、２０年に変更 
 
（４）新型コロナウイルス感染症関係文書 
  令和２年３月２５日に総務課長名で全庁に通知 

① 各所属での新型コロナウイルス感染症への対応については、「三豊市公文書等の管理に関する条 

例」及び「三豊市行政文書管理規程」に基づき、適切に文書の作成、整理を行う。 
② 上記の文書を含むファイルは確実に文書館に移管されるように、ファイルの保存期限満了後の処

理を「移管」とする。 
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